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゜ ゜
収 支 報 告 書

※該当箇所に □□ すること

ー

（ ふりがな）

政治団体の名称

う沿志恥‘匹めが

江東政経研究会

-T 
135 -0016 

2
 

主たる事務所の所在地 東京都江東区東陽5-31-21

3
 

代表者

4
 

5
 

の 氏

令和「年分

名

会計責任者の氏名

秋元

醍醐

司

駿平

政治団体の区分

口政 党

口政 党 の 支 部

口政 治 資 金 団 体

口政治資金規正法第 18条の 2

第 1項の規定による政治団体

口`そ の他の政治団体

□その他の政治団体の支部

活動区域の区分

全国 (2都道府県以上）

□ ; ; ;[:.2io oi 4 ;o:9g oio:0: 1.; 

事務担当者の氏名醍醐

受付 審査 確認

消込 バンチ 照 合

I 

駿平

電話番号 03-6666-1122

二
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．
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．
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資金管理団体の指定の有無

［二］有 己無

公職の種類 （現・候）
ぅ

資金管理団体の
届出をした者の
氏名

国会議員関係政治団体の区分

政治資金規正法第19条の7第1項第1
号に係る国会職員関係政治団体こ

こ 政治資金規正法第19条の7第1項第2
号に係る国会謡員関係政治団体

公職の候補
者の氏名

（※）資金管理団体の指定の期間

年 月 日から

年 月 日 ま で

※報告ガ象年の途中で資金管理団体の指定•取99をした場合のみ記入。

公職の種類

賛元吋

糸切'坑［（現・啄

（※）国会議員関係政治団体に関する特例の適用期間

年 月 日から

年 月 日まで

※報告対象年の途中で国会繕員関係政治団体の"定•取；9をした場合のみ記入．

2599 E 



`‘  

（その 2)

戸、

収 支 の 状 兄
[
 、

1
I全国団体用I

1 収支の総括表

収入総額

二越:))------―-------------------------------------------------

支出総額

翌年への繰越額

明
言
不

不

゜KI O D，000 

知不明

2
 

収入項目別金額の内訳

(1)個人の負担する党費又は会費

金 額 ---------------------------------------------------------------------

員 数（党費又は会費を納入した人の数）――----------------------------------------- 0人

(2)寄附

ア 寄附（イを除く。）の区分 金 額 備 考

（ア）個人か ら の寄附

゜（う ち特定寄附）

゜（イ）法人その他の団体からの寄附

゜（り）政 治団体からの寄附

゜小計 （ア） ＋ （イ） ＋ （り）
゜（寄附のうち寄附のあっせんによるもの）

゜イ 政党匿名寄附

゜合計 （ア ＋ イ）

゜ 願により訂正―雹日
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3 支出項目別金額の内訳—
(― 
、一一 r/ [

 
(1)支出の総括表

項 目 金 額 備 考

1 経 ・常 経 費

(1)人 件 費 ゜
(2)光 熱 水 費

゜(3)備 品 ． 消 耗 品 費

゜(4)事・ 務 所 費

゜小 計

゜2 政 治 活 動 費

(1)組 織 ・活 動 費

゜(2)選 挙 関 係 費

゜(3)機関紙誌の発行その他の事業費 0ア～工の計

ア機関紙誌の発行事業費

゜イ 宣 伝 事 業 費

゜ウ政治資金パーティー開催事業費

゜工~そ の 他 の 事 業 費

゜(4)調 査 研 究 費

゜(5)寄 附 ． 交 付 金 /,/ 0,。00 屯

(6)そ の 他 、 の ．経 費
｀ノ

゜(,(.0 qooo ｀ 小 計 • ,.. 

合 計 ((0 o,ooD /^―``  （注）（その 16)に記載がある場合は、支出項目別の金額をこの

心）
様式の備考欄に記藍してください。
願により訂正

唸門戸 全国団体用
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 (3) 政治活動費の内訳 ↓(1~9のいずれかに0をつけてください） ↓ （費目ごとに適宜小分類して記入）
し

政治資金パープイー

石附項目別
1.組織活動贅 2. 選挙関係賀 3.機関紙誌の発行事業費 4. 宣伝事業喪 5. 開催事業賀

項目別区分小分類

区分 6. その他の事業費 7. 調査研究費⑤寄附・交付金 9. その他の経費 ※記入必須

支出の目的 金 額 年 月 日 支出を受けた者の氏名（又は名称） 支出を受けた者の住所（又は所在地） 備考

名附
十但 百万

＇ o o：:D 円 閑戸¢ 裂か行1羨久 江移糾笏四Iー2..-/i/ 0 o 0 

沼附 I o O 0 o， :り 防|入|J飼闘麟砂秘影fl繹 廷攀釘3・2'7、2..

る、 、、 、・ 、・ I 

; ・ る、 る、 る・ I 

＇ ＇ ＇ 
； ； 

I 

： I 

I 

I ' 

： 
• ＇ 

； 

こ の頁の小計 パ090 Oi ! ＇ ヽ 這 ’̀ 
（注1) 5万円以上の支出はすべて個別に記載し、 5万円未満の支出は「その他の支出」 1

" -' -; -' 記載してください。

その他の支出 l l I i i 
（注2) 国会議員関係政治団体は、 1万円超 (1万1円以上）の支出はすべて個別に記載l

r 以下の支出は「その他の支出」に一括して記載してください。

合 計 /』0i似 oヰ
．- ' . . （注3) 「その他の支出」と「合計」の欄は、右上の項目別区分小分類の盲目に可：～り惰瞥頂

ヽ 七.:.. ^ ^, T9 9, 、 てくださし ‘0 ' 

I V ~.,_, V :v: （注4) 費目ごとに適宜、小分類し、それぞれ別葉としてください。1:'‘し］日 疇了，功侶4 、、1
閏
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（その17) 資産
1 資産等の総括表

資産等の有無

資産等の項 目 別区分

ァ 土 地

ィ 建 物

ゥ 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借
権

工 取得の価額が 1nr--;;言を超える動産

ォ 預金（普通預金及び当座預金を除く。）又は貯金（普通貯
金を除く。）

力 金 銭 信 託

キ 有 価 証 券

ク 出 資 に よ る 権 利

ケ 貸付先ごとの残高が 100万円を超える貸付金

コ 支払われた金額が 100万円を超える敷金

サ 取得の価額が100万円を超える施設の利用に関する権利

シ借入先ごとの残高が 100万円を超える借入金

等 の

有

ロ

口

口

口

ロ

口

口

口

ロ

ロ

口

口

□) 
状況

無

g 

M 

豆＇

乱

／ 

ゴ

召

凶

回'

凶

図

口
※有無について切してください。 （注）有にむの場合は「項目別区分」ごと（その18)が必要です。

備 考
--
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（

、

）＇ 
癖
声

書。
--

添付書類（別添のとおり）

□ 1 領収書等の写し

□ 2 監査意見書（政党本部及び政治資金団体に限る。）

□ 3 政治資金監査報告書（国会議員関係政治団体に限る。）

この報告書は、政治資金規正法に従って作成したものであって、真実に相違ありません。

凡i年夕月；（日

政治団体の名称 力□東皮闊皇研充久

会計責任者の氏名 醍醐駿平 露

----------
（↓代表者については、解散する年の収支報告書にのみ記載すること。）

代表者の氏名 ＠
 

（注 1) 「会計責任者の氏名」欄は、記名押印又は署名とし、署名は必ず会計責任者本人が自署してください。
（注2) 「代表者の氏名」欄は、解散する場合に、解散する年の最後の収支報告書にのみ記載してください。
（注3) 国会議員関係政治団体は、宣誓書（その 20) に記載した日付が政治資金監査報告書に記載された日付と同日か後の日付になるよう記載してください。



政
治

資
金

監
査

報
告

書

令
和
1
:
,
年
じ
月

3l
日

江
東
政
経
研
究
会

代
表

秋
元

司
殿

登
録
政
治
資
金
監
査
人

が
人
オ
こ
斧
広
叫
町

登
録
番
号

第
5
6
7
6

号

研
修

修
了

年
月

日
令

和
ょ

年
3
月
し
1
日

ぐ

．ヽ）
9

、 (~
 

1
監
査
の
概
要

(
1
)

私
は
、
政
治
資
金
規
正
法
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第

1
9
条
の

1
3
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

江
東

政
経

研
究

会
の

令
和

ぐ
年

に
係

る
法

第
1
2
条
第

1
項
に
規
定
す
る
収
支
報
告
書
の
す
べ
て

の
期
間
を
対
象
と
し
て
、
当
該
収
支
報
告
書
並
び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書

（
支
出
の
目
的
が
記
載
さ
れ
た
振
込
明
細
書
の
写
し
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
に
つ
い
て
、
支
出
に
関

す
る
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
。

(
2
)

こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
政
治
資
金
適
正
化

委
員
会
が
定
め
る
「
政
治
資
金
監
査
に
関
す
る
具
体
的
な
指
針
」
（
以
下
「
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア

ル
」
と
い
う
。
）
に
基
づ
き
行
っ
た
。

(
3
)
私
の
責
任
は
、
外
部
性
を
有
す
る
第
三
者
と
し
て
、
国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
の
作

成
又
は
徴
取
し
た
収
支
報
告
晉
並
び
に
当
該
収
支
報
告
書
に
係
る
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、

領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書

に
つ
い
て
、
政
治
資
金
監
査
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
基
づ
き
政
治
資
金
監
査
を
行
っ
た
結
果
を
報
告
す
る
こ

と
に
あ
る
。

(
4
)

こ
の
政
治
資
金
監
査
は
、
江
東
政
経
研
究
会
の
主
た
る
事
務
所
の
作
業
ス
ベ
ー
ス
の
不
足
に
よ
り
円

滑
な
政
治
資
金
監
査
の
実
施
が
困
難
で
あ
る
と
政
治
資
金
監
査
人
が
判
断
し
た
た
め
、
業
務
の
一
部

は
や
む
を
得
ず
政
治
資
金
監
査
人
の
事
務
所
（
所
在
地

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿

1
-
3
-
3
品/II

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
ビ
ル
新
宿

407)
に
お
い
て
行
っ
た
。

2
監
査
の
結
果

私
が
実
施
し
た
政
治
資
金
監
査
の
結
果
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(
1
)
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

1
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
誉

等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細
書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
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的
書
が
保
存
さ
れ
て
い
た
。

(2)
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項
第

2
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
会
計
帳
簿
に
は
、
当
該
国
会
職

員
関
係
政
治
団
体
に
係
る
そ
の
年
に
お
け
る
支
出
の
状
況
が
記
載
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体
の
会
計
責
任
者
が
当
該
会
計
帳
簿
を
備
え
て
い
た
。

(
3
)
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
3
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
法
第

1
2
条
第

1
項

に
規

定
す

る
収
支
報
告
書
は
、
会
計
帳
簿
、
明
細
書
、
領
収
書
等
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支
出
の
明
細

書
、
振
込
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
に
基
づ
い
て
支
出
の
状
況
が
表
示
さ
れ
て

い
た
。

(
4
)
法
第

1
9
条
の

1
3
第

2
項

第
4
号
に
規
定
す
る
事
項
に
つ
い
て
、
領
収
書
等
を
徴
し
難
か
っ
た
支

出
の
明
細
書
及
び
振
込
明
細
書
に
係
る
支
出
目
的
書
は
、
会
計
帳
簿
に
基
づ
い
て
記
載
さ
れ
て
い
た
。

r,三
)

3
業

務
制

限

江
東
政
経
研
究
会
と
私
と
の
間
に
は
、
法
第

1
9
条
の

1
3
第

5
項

の
規

定
に

違
反

す
る

事
実

は
な

い。

ま
た

、
江

東
政

経
研

究
会

と
政

治
資

金
監

査
の

業
務

を
補

助
し

た
使

用
人

そ
の

他
の

従
業

者
と

の
間

に
お
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。

以
上

，＼ 


